
平成２３年１０月３１日版

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す
までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律

相談支援体制の充実・障害児支援の強化等
（基本的枠組み案）（基本的枠組み案）



○ 本資料は、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す
までの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の改正
事項のうち、本年6月30日にお示しした平成24年4月1日に施行される相談支援体制の充実や障害児
支援の強化等についての「基本的な枠組み案のたたき台」について、パブリックコメントにおけるご意
見等を踏まえて、追加、修正を行ったものです。

○ この基本的枠組み案やパブリックコメントにより頂いたご意見等を踏まえ、指定基準省令、報酬等
について検討を行い、お示ししていく予定です。

○ なお 「基本的枠組み案 のうち 報酬に関連する部分に いては あくまでも当面の検討の方向○ なお、「基本的枠組み案」のうち、報酬に関連する部分については、あくまでも当面の検討の方向
性を示したものであり、平成24年度報酬改定プロセスにおいて検討していきます。

【今後の予定】

平成23年11月 報酬の算定構造案、請求明細書等の様式案の提示

12月 指定基準省令案、最低基準省令案、事業者指定手続き等の提示
※ 障害児支援に係る指定基準等については、別途、案をお示ししているところであり、年内に公布を予定。

平成24年 1月 報酬案の提示、事務処理要領案の提示

3月 政省令・告示の公布、留意事項通知、事務処理要領等の発出



障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

① 趣旨 公布日施行

利用者負担に 応能負担を原則に

② 利用者負担の見直し

① 趣旨
－ 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の

地域生活支援のための法改正であることを明記

平成24年４月１日までの政令で定める日（平成24年４月１日）から施行

－ 利用者負担について、応能負担を原則に
－ 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

－ 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

③ 障害者の範囲の見直し 公布日施行

－ 相談支援体制の強化

－ 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

④ 相談支援の充実 平成24年４月１日施行

市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

支給決定プ セスの見直し（サ ビス等利用計画案を勘案）、サ ビス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

－ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
（障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行）

⑤ 障害児支援の強化 平成24年４月１日施行

－ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
－ 在園期間の延長措置の見直し

⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実
平成24年４月１日までの政令で定める日

（平成23年10月１日）から施行

１８歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。

（その他）（１）「その有する能力及び適性に応じ」の削除、（２）成年後見制度利用支援事業の必須事業化、
（３）児童デイサービスに係る利用年齢の特例、（４）事業者の業務管理体制の整備、

－ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
－ 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設（同行援護。個別給付化）

⑥ 域 支援 充実

(1)(3)(6)：公布日施行
(2)(4)(5)：平成24年4月
1日までの政令で定める日
（平成24年4月1日）か

（平成23年10月１日）から施行

（３）児童デイサ ビスに係る利用年齢の特例、（４）事業者の業務管理体制の整備、
（５）精神科救急医療体制の整備等、（６）難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

ら施行

平成２２年１１月１２日 牧義夫衆議院厚生労働委員長が障害者自立支援法等の改正法案を提出
平成２２年１２月 ３日 改正法が成立



相談支援の充実等について

※ 「相談支援の充実等」に係る資料については、6月30日にお示しした資料に新たに加えた資料は当該

資料の左上に 新 、6月30日にお示しした資料の文言の追加・修正はアンダーラインにより表記。



「障害者」の相談支援体系
見直し後現行

市
町
村
に
よ

○障害者 障害児等から 相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可 市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談
支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可

よ
る
相
談
支

○障害者・障害児等からの相談（交付税） ○障害者・障害児等からの相談（交付税）援
事
業

○計画相談支援（個別給付）
ビ

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）
※事業者指定は、市町村長が行う。

・支給決定の参考○指定相談支援（個別給付）
ビ

指定相談支援事業者
※事業者指定は、都道府県知事が行う。

サ
ー
ビ
ス
等

・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

支給決定の参考

・対象を拡大
・サービス利用計画の作成
・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

等
利
用
計
画

指定一般相談支援事業者
（地域移行・定着担当）

○精神障害者地域移行 地域定着支援事業（補助金）

地
域
移
行

○居住サポ ト事業（補助金）

○地域相談支援（個別給付）
・地域移行支援（地域生活の準備のための外出への同

行支援・入居支援等）

※事業者指定は、都道府県知事が行う。○精神障害者地域移行・地域定着支援事業（補助金）
（都道府県／指定相談支援事業者、精神科病院等

に委託可）

支
援
・
地
域
定 ○居住サポート事業（補助金）

（市町村／指定相談支援事業者等に委託可）
・地域定着支援（２４時間の相談支援体制等）

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

定
着
支
援

※ 市町村が現行制度において担っている地域生活支援事業の相談支援事業に係る役割については、これまでと変更がないことに留意。



「障害児」の相談支援体系
見直し後現行

市
町
村
に
よ

○障害者 障害児等から 相談（交付税）

市町村／指定相談支援事業者に委託可

○障害者 障害児等から 相談（交付税）

よ
る
相
談
支

市町村／指定特定（計画作成担当）・一般相談
支援事業者（地域移行・定着担当）に委託可

○障害者・障害児等からの相談（交付税） ○障害者・障害児等からの相談（交付税）援
事
業

○計画相談支援（個別給付）
ビ

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）
※事業者指定は、市町村長が行う。

・支給決定の参考○指定相談支援（個別給付）
ビ

指定相談支援事業者
※事業者指定は、都道府県知事が行う。

居
宅
サ
ー ・サービス利用支援

・継続サービス利用支援

○基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）

支給決定の参考

・対象を拡大
・サービス利用計画の作成
・モニタリング

○障害者・障害児等からの相談

ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
等

障害児相談支援事業者（児）
※事業者指定は 市町村長が行う

創 設

通
所

等
利
用
計
画
等

○通所サービスの利用に係る相談等（児童相談所） ○障害児相談支援（個別給付）
・障害児支援利用援助
・継続障害児支援利用援助

※事業者指定は、市町村長が行う。所
サ
ー
ビ
ス

等

※ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的
な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外。

（児）とある
のは児童福
祉法に基づ
くもの



市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

支給決定プロセスの見直し等
法

するサ ビス等利用計画案の提出を求め、 れを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、省令で定める計画案（セルフケアプラン等）を提出することもできる。

＊ 特定相談支援事業者の指定は、総合的に相談支援を行う者として省令で定める基準に該当する者について、市町村が
指定する。

＊ サ ビス等利用計画作成対象者を拡大する＊ サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

法 支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリング）
について、計画相談支援給付費を支給する。

法

法 障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所
サービスの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス
障害 事 が

法

とあるものは法律に規定されている事項。以下同じ。とあるものは法律に規定されている事項。以下同じ。

等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成することを想定）
＊ 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児支援利用計画の作成対象外。

サ支 サ支

法

サ

受
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計
画
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時
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等
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後
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計
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時
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等
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計
画

後
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担

当
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会

議の
認
定

画

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

用

一定期間ごとのモ
ニタリング

画議



１．対象者
→ 障害者（児）の自立した生活を支え 障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサ ビス利用に向けて ケアマネジメントによりきめ細かく

計画相談支援・障害児相談支援（案）

→ 障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく
支援するため、対象者を大幅に拡大。
具体的な対象者については、以下のとおりとする。

（障害者自立支援法の計画相談支援の対象者）

障害福祉サ ビス又は地域相談支援を利用するすべての障害者・ 障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害者

・ 障害福祉サービスを利用するすべての障害児

※ 介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を利用する場合については、市町村が、介護保険制度の居宅介護支援計画
（ケアプラン）で足りると判断する場合は、サービス等利用計画の作成を求めないことも可。

（児童福祉法の障害児相談支援の対象者）

→ 対象拡大に当たっては相談支援の提供体制の整備が必要となるため、平成２４年度から段階的に拡大し、平成２６年度までにすべての

対象者について実施。

（児童福祉法の障害児相談支援の対象者）

障害児通所支援を利用するすべての障害児

この場合、新規利用者、現行のサービス利用計画作成費の支給対象者（※）、施設入所者、その他市町村長が必要と認める者を優先し
て拡大。

なお、施設入所支援と就労継続支援又は生活介護の利用の組み合わせは、ケアマネジメント等の手続きを前提に認めることとしているた
め、当該組み合わせに係る平成２４年４月以降の新規利用者はサービス等利用計画作成が必須となることに留意。

※ ① 障害者支援施設からの退所等に伴い 一定期間 集中的に支援を行うことが必要である者※  ① 障害者支援施設からの退所等に伴い、 定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

② 単身世帯の者等、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
③ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの
並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（ただし、重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。）

２ サ ビス内容２．サービス内容

○ 支給決定時（サービス利用支援・障害児支援利用援助）

・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画（以下、「計画」という。）案を作成。

・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。
法

○ 支給決定後（継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助）

・ 厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う（モニタリング）。 → P８７参照

・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。
法



３．事業の実施者（市町村が指定する特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者（計画作成担当））

（指定手続）

→ 「総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が、事業所の所在地を管轄する市町村長に申請
し、当該市町村長が指定。（事業所の所在地以外の市町村の障害者（児）への計画相談支援、障害児相談支援も実施可。）

→ 「総合的に相談支援を行う者」の基準については、以下を満たす事業者とする。

① 三障害対応可（他の事業所との連携により 可能な場合を含む ）① 三障害対応可（他の事業所との連携により、可能な場合を含む。）
② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること
③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること

（人員基準）

管理者及び相談支援専門員（現行 指定相談支援事業者と同じ）とする→ 管理者及び相談支援専門員（現行の指定相談支援事業者と同じ）とする。

※ 事業所ごとに、専従の者を配置しなければならない（地域相談支援との兼務は可）。
ただし、業務に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することが

できる。

４．報酬

→    現行と同様に計画作成とモニタリングを評価する。

支給決定時又は変更時の計画作成（サービス利用支援・障害児支援利用援助）と比べて、モニタリング（継続サービス利用

支援・継続障害児支援利用援助）については報酬の差を設ける方向で検討。

→ 障害児に係る計画作成等の報酬について→ 障害児に係る計画作成等の報酬について

特定相談支援事業者（障害児の居宅サービス）及び障害児相談支援事業者（障害児の通所サービス）の両方の指定を受けた
事業者の相談支援専門員が、居宅及び通所サービスの一体的な計画を作成することとし、当該報酬については、障害児相談支
援に係る報酬のみを算定する方向で検討。

→ 居宅介護計画（ケアプラン）とサービス等利用計画を担当する者が同一の場合の報酬について

利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、サービス等利用計画に係る報酬を減額して一定額を算定する
方向で検討。




